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学術文化交流センタ－施設利用手続       

 

１ 利用予定者は、研究支援・地域連携課の学術文化交流センタ－担当者（以下「担当

者」という。）に当該施設利用の可否を照会する。 

  

２ 上記１により利用可の場合は、利用予定者は、施設利用届を研究支援・地域連携課

へ提出する。 

 

３ 担当者は、提出された利用届について、上司の決裁を受ける。 

 

４ 担当者は、利用届の決裁後、利用届出確認書を利用届出者に渡す。 

 

５ 施設利用変更・取消届については、上記１から４の手続に準じる。 

 

 


